
計画策定の目的・趣旨

計画の位置づけ

計画の対象期間

札幌市が目指す将来像

「札幌市火葬場・墓地のあり方基本構想」で掲げるビジョン「みんなが尊厳
ある葬送を実現できるまち～葬送に不安なく、安心して暮らし続けるために
～」を実現するため、同基本構想に基づく取組を具体化した「札幌市火葬場
・墓地に関する運営計画」を策定しました。

札幌市まちづくり戦略ビジョン

札幌市火葬場・墓地

に関する運営計画

取組を具体化

札幌市火葬場・墓地

のあり方基本構想

• 札幌市火葬場条例

• 札幌市墓地条例

• 札幌市墓地等の経営の許可等に

関する条例

• その他方針

関係条例等 他分野の計画等

•さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン

•札幌市居住支援協議会

•札幌市ICT 活用戦略 2020

整合

令和4年（2022年）4月～令和8年（2026年）3月

ビジョン編

戦略編

中期実施計画

（アクションプラン）

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の方向性を踏まえた保健福祉分野

の個別計画の一つとして、関係条例や他分野の計画等とも整合を図りな

がら定めています。本計画で掲げた取組の一部は、「札幌市まちづくり

戦略ビジョンアクションプラン」に盛り込んでいく予定です。

資料３ー１）（仮称）札幌市火葬場・墓地に関する運営計画の概要① 札幌市火葬場・墓地のあり方推進協議会 第3回資料 2021年10月6日 保）生活環境課

運営計画 第２次運営計画

令和2年4月
(2020年4月)

令和4年4月
(2022年4月)

令和8年3月
(2026年3月)

令和17年3月
(2035年3月)

札幌市火葬場・墓地のあり方基本構想

山口斎場のPFI契約完了
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みんなが尊厳ある葬送を実現できるまち
～葬送に不安なく、安心して暮らし続けるために～

①葬送について考え行動する
市民の意識を醸成します

②多死社会においても安定運営
可能な火葬場を実現します

③少子高齢社会に対応した
持続可能な墓地を実現します

㋐葬送の準備をすることの
意義や必要性を広めます

㋑火葬場・墓地に関する問題
と取組への理解を求めます

㋒葬送関連事業者との連携に
よる取組を進めます

㋓遺族に寄り添った視点に
よる火葬場運営を継続します

㋔施設整備・運用改善の両面
から最適な運営体制を構築
します

㋕さっぽろ圏における効率的・
安定的な火葬体制を検討
します

㋖火葬場の使用に係る費用負担
のあり方を見直します

㋗事業者との協働により市民の
墓地ニーズに対応します

㋘市営霊園の無縁墓対策を進め
ます

㋙安全で利用しやすい市営霊園
へ改善します

㋚市営霊園と旧設墓地の使用に
係る費用負担のあり方を見直
します

札
幌
市
火
葬
場
・
墓
地
に
関
す
る
運
営
計
画

第
２
章

現
状
と
問
題
点

第
３
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分
野
別
の
取
組

（１）葬送に対する意識
（２）火葬場・墓地に関する

問題と取組に対する理解

（１）火葬件数の増加
（２）友引明け、午前中への

火葬の集中
（３）里塚斎場の老朽化と

構造上の問題
（４）山口斎場の次期運営

手法に関する問題
（５）火葬場の広域利用に

関して
（６）火葬場の収入傾向と施

設整備や運用改善に係る
費用の発生

（１）墓石型から合葬墓・
樹木葬等へのニーズの
高まり

（２）無縁化が疑われる墓の
増加

（３）市営霊園の設備や管理
事務所の老朽化

（４）旧設墓地及び市営霊園
の維持管理・改修のため
の支出の増加

（ア）葬送に対する市民
ニーズの把握

（イ）葬送に関する情報提供

（ア）里塚斎場の建替・改修
手法

（イ）火葬場の友引開場
（ウ）火葬場の予約システム

の導入
（エ）火葬場の運営手法の

検討
（オ）火葬場の広域利用に

ついて協議
（カ）火葬場の収入及び施設

整備や運用改善に係る
費用の見直し

（ア）合葬墓の運用方法
（イ）民間墓地・納骨堂に

対する指導等
（ウ）市営霊園及び旧設墓地

の無縁墓への対応
（エ）市営霊園の改修や機能

の統廃合
（オ）市営霊園の運営手法
（カ）旧設墓地の管理方法
（キ）市営霊園の新たな

管理料制度

意識醸成 火葬場 墓地



≫使用開始から20年を経過している墓地使用
者からの追加徴収を検討し、新たな管理料
制度を整理

≫無縁墓対策を兼ねた徴収頻度とするほか、
中長期的な継続を見据えた制度として検討

進行管理

分野別の取組

合葬墓の運用方法

≫市民ニーズを踏まえ、合葬墓の利用条件
や受益者負担を整理

≫多様化するニーズも踏まえ合葬墓の新増
設を検討

民間墓地・納骨堂に対する指導等

≫民間墓地経営者と連携し、市民ニーズに
対応した墓地供給を推進

≫札幌市墓地等財務状況審議会を活用し、
安定経営に不安がある事業者を指導

市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応

≫無縁化が疑われる墓地使用者の戸籍調査を引き続き実施
≫無縁墓の改葬方法や墓石の撤去手順について整理し、無縁墓の解消に向けた取組推進
≫無縁改葬実施後の区画の活用を検討

市営霊園の改修や機能の統廃合

≫市営霊園内の整備計画も含めた改修や
機能の統廃合を検討

≫多くの市民が利用できるよう、空き区
画を活用した憩いの空間の創出や景観
向上等を検討

市営霊園の運営手法

≫効率的な維持管理及びサービス向上を目的
として運営手法を整備

旧設墓地の管理方法

≫墓参者に対する案内看板の設置等により
未許可墓の解消に向けた取組推進

≫管理料制度の導入を検討
≫多くの市民が利用できるような緑化等の
多面的な活用を見据え、課題を整理

市営霊園の新たな管理料制度

成果指標 無縁墓及び無縁化疑いの墓の割合

 
 

・総括的な立場での進捗管理 

・葬送についての意識醸成の取

組を協議・実践 

 

・火葬場に関する具体的な取組

の検討 

 

・墓地に関する具体的な取組の

検討 

総会 

火葬場部会 墓地部会 

検討指示 報告 

計画の推進体制（札幌市火葬場・墓地のあり方推進協議会の構成等） 進行管理と協議会の関わり方

少子高齢社会に対応した持続可能な墓地の実現葬送について考え行動する市民の意識を醸成

多死社会においても安定運営可能な火葬場の実現

葬送に対する市民ニーズの把握

≫市民ニーズを把握し、葬送に関する情報提供や火葬場・墓地
の取組へ活用

≫ワークショップ等による市民との対話の実施を検討

葬送に関する市民への情報提供

≫市民ニーズを踏まえて、各種媒体を活用した啓発を
実施

≫庁内各部局等との連携による情報提供を検討

成果指標

里塚斎場の建替、改修手法

≫現敷地外の隣接地に建替を行う方向で検討
≫建替時期や建替場所、火葬場の規模の選定や建替費
用の精査

火葬場の友引開場

≫友引開場の方法（日数）や２つの火葬場を開場す
る必要性の検討

≫葬祭事業者や火葬業務従事者との調整
≫予約システムの導入による効果の検証結果による
開場日数の検討

火葬場の予約システムの導入

≫札幌市の火葬需要に応じた予約システムの構築に向
けた検討を実施

≫葬祭関連事業者への周知とヒアリングの実施

火葬場の運営手法の検討

≫PFI事業を継続する方向で検討
≫修繕についてもPFI事業の枠組みの中で行う方向で検討
≫2026年度からの次期契約に向け、事業費の試算や現契約
を踏まえた契約内容を再検討

≫現契約終了時の札幌市への所有権移転に向けた検査の実
施方法を検討

火葬場の広域利用について協議

≫現在協定を締結している石狩市や北広島市と協議を行い、
今後の札幌市の火葬場利用の枠組みを検討

≫連携中枢都市圏の自治体と災害時等の協力体制について
協議を実施

≫各自治体と火葬場に関する情報共有を図るための協議の
場を設置

火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し

≫料金体系の見直しを含めた火葬場使用料の見直しに向けて検討
≫火葬場使用料の見直しの実施時期について検討
≫特別控室の利用率向上やサービスの向上について検討

成果指標 火葬場入場前の車内待ち時間の抑制

葬送に関する終活をしている市民の割合

資料３ー２）（仮称）札幌市火葬場・墓地に関する運営計画の概要② 札幌市火葬場・墓地のあり方推進協議会 第3回資料 2021年10月6日 保）生活環境課

現状(2021年度) 38.6% 目標値(2025年度) 50%

現状(2020年度) 64分 目標値(2025年度) 30分以内

現状(2021年度) 21% 目標値(2025年度) 13%
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協議会 

市民 

葬送に関する 

理解・行動 

事業者 

市民の支援、法令順守、 

墓地・納骨堂の安定経営 

行政 

市民への意識醸成 

安定的な火葬場・市営霊園等の運営 

民間墓地・納骨堂への指導・監督 

協議会 

■協議会の構成 ■協議会の位置づけ

市民・事業者・行政の協働によって活動を行う場

■協議会の役割

・施策の方向性に沿って進める具体的な取組に対
して専門的な立場から意見をいただく（施策の
進捗に対する意見）

・市民への意識醸成の具体的な働きかけ
・協議体の参画事業者から同業者に情報共有

行政へ

市民・事業者へ


